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１
．

財
務

報
告

に
係

る
内

部
統

制
の

整
備

各
国

に
お

け
る

不
正

会
計

の
事

例
→

企
業

の
内

部
統

制
の

機
能

不
全

と
の

指
摘

投
資

者
の

不
信

・市
場

の
評

価
の

低
下

内
部

統
制

の
整

備
の

必
要

性

・
米

国
で

は
、

企
業

改
革

法
（
サ

ー
ベ

イ
ン

ズ
＝

オ
ク

ス
リ

ー
法

）
に

よ
り

、
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

に
つ

い
て

、
経

営
者

に
よ

る
評

価
と

公
認

会
計

士
に

よ
る

監
査

を
義

務
付

け
(約

9,
40

0社
)

英
国

、
フ

ラ
ン

ス
、

韓
国

等
で

も
、

同
様

の
制

度
を

導
入

金
融

商
品

取
引

法
（
平

成
１

８
年

６
月

７
日

成
立

）
～

平
成

２
０

年
４

月
１

日
以

後
開

始
す

る
事

業
年

度
か

ら
適

用
上

場
会

社
(約

3,
80

0社
)を

対
象

に
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
「
評

価
」
と

「
監

査
」
を

義
務

付
け

(内
部

統
制

報
告

制
度

）
併

せ
て

、
有

価
証

券
報

告
書

等
の

適
正

性
に

つ
い

て
、

経
営

者
の

確
認

を
義

務
付

け
（
確

認
書

制
度

）

◎
企

業
会

計
審

議
会

「
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価
及

び
監

査
の

基
準

並
び

に
財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
評

価

及
び

監
査

に
関

す
る

実
施

基
準

の
設

定
に

つ
い

て
」
（
平

成
１

９
年

２
月

１
５

日
）

→
内

部
統

制
の

評
価

及
び

監
査

に
係

る
基

準
並

び
に

よ
り

詳
細

な
実

務
上

の
指

針
（
実

施
基

準
）
の

公
表

◎
政

令
・
内

閣
府

令
の

公
布

(平
成

１
９

年
８

月
）
、

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

・
Ｑ

＆
Ａ

の
公

表
（
平

成
１

９
年

１
０

月
）

◎
日

本
公

認
会

計
士

協
会

内
部

統
制

監
査

の
実

務
指

針
の

公
表

（
平

成
１

９
年

１
０

月
）
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２．内部統制報告制度に係る法令等

金融商品取引法（平成18年6月14日 公布）

　金融商品取引法施行令（平成19年8月3日公布）

内部統制府令ガイドライン
　　（平成19年10月1日 公表、平成21年3月24日　最終改正）

内部統制府令（平成19年8月10日 公布、平成20年6月6日 最終改正）

・内部統制報告書の様式、基準等の位置づけ、外国会社の取扱い等

財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに同実施基準
　（平成19年2月15日 公表　企業会計審議会）

○内部統制報告制度に関する
  Ｑ＆Ａ
（平成19年10月１日公表、平成20
　年６月24日追加　金融庁）

○内部統制報告制度に関する11の
　誤解
（平成20年３月11日公表　金融
　庁）

財務報告に係る内部統制の監

査に関する実務上の取扱い
（平成19年10月24日公表、平成21

　年3月23日改正　日本公認会計

　士協会）

・内部統制監査に係る実務上の

　取扱いや内部統制監査報告書

　の文例等

金融商品取引法施行令（平成19年8月3日 公布）

・内部統制報告制度の適用会社等
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３
．

内
部

統
制

の
目

的

○
業

務
の

有
効

性
及

び
効

率
性

○
資

産
の

保
全

○
事

業
活

動
に

関
わ

る
法

令
等

の
遵

守

○
財

務
報

告
の

信
頼

性
金

融
商

品
取

引
法

会
社

法
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４．内部統制報告制度導入に向けた経過 

 

平成 17 年 1 月 28 日 

 

 

2 月～ 

 

 

 

7 月 13 日 

 

 

 

12 月 8 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 22 日 

 

 

 

 

平成 18 年 3 月 13 日 

 

      6 月 7 日 

 

     8 月～11 月 

 

 

平成 19 年 2 月 15 日 

 

 

 

企業会計審議会総会において内部統制部会の設置

を決定 

 

企業会計審議会内部統制部会： 

財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価及

び検証の基準の策定等について審議開始 

 

企業会計審議会内部統制部会： 

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基

準」(公開草案)を公表 

 

企業会計審議会内部統制部会： 

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準

のあり方について」を公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融審議会金融分科会第一部会報告「投資サービ

ス法（仮称）に向けて」 

（財務報告に係る内部統制の有効性に関する評価

及び監査の義務化を提言） 

 

政府：金融商品取引法案を国会提出 

 

金融商品取引法可決・成立 

 

企業会計審議会内部統制部会及び同作業部会にお

ける実施基準の検討 

 

企業会計審議会意見書「財務報告に係る内部統制

の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部

統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ

いて」公表 

公認会計士等による検証の水準とコスト負担の考慮 
① トップダウン型のリスク・アプローチの活用、② 内

部統制の不備の区分、③ ダイレクト・レポーティング

の不採用、④ 内部統制監査と財務諸表監査の一体的実

施、  内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書の一

体的作成、⑥ 監査人と監査役・内部監査人の連携  
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６．我が国の内部統制報告制度の法制化にあたって採用された枠組み 

 日本 米国 

  

①
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②
不
備
の
区
分 

 

 

 

 

 

 

告
業
務
）
の
不
採
用 

グ
テ
ィ
ン
グ
（
直
接
報

③
ダ
イ
レ
ク
ト
・
レ
ポ
ー

  

 

   

 

 

 
実
施 

④
監
査
の
一
体
的

 

 

 

 

 

 
 

体
的
作
成 

⑤
監
査
報
告
書
の
一 

○一体的に作成 

 

 

①分けて 

作成 

  

②一体的 

に作成 

 

連
携 

内
部
監
査
人
と
の 

⑥
監
査
人
と
監
査
役
・

 

 

 

 

 

２／３の拠点 ９０～９５％の拠点 

 

不備 不備 

 

不備 

重要な欠陥 

重大な不備 

軽微な不備 

内部統制の対象 対
象
外 

重
要
な
勘
定 

内部統制の対象 対象外

内部統制経営者 監査人 

内 部 統 制 監査人 
評価 

財務諸表監査 

内部統制監査 

財務諸表監査 

内部統制監査 

財務諸表
監査報告
書 

内部統制
監査報告
書 

財務諸表監査報
告書兼内部統制
監査報告書 

財務諸表監査報
告書兼内部統制
監査報告書 

監査法人 監査役 
連携 

監査 

監査チーム 
財務諸表監査チーム

内部統制監査チーム

監査法人 
連携せず 

内部統制 経営者 

監査 

評価 

重要な欠陥 

○ ×
内部監査人 

監査委員会 

内部監査人 
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７
．

実
施

基
準

の
ポ

イ
ン

ト
 

 

実
施
基

準
の
ポ
イ
ン
ト

 
（
参
考

）
米
国
の
状
況

 

○
 財

務
報

告
に

係
る

内
部

統
制

の
構

築
・

評
価

・
監

査
に

係
る

基
準
を
統
合
的
に
整
備

 

 

（
評
価

基
準
）

 

○
 評

価
範
囲
の
絞
り
込
み
に
工
夫
 

イ
. 
売

上
高

等
の

概
ね

２
/
３

程
度

を
カ

バ
ー

す
る

事
業

拠

点
の
３
勘
定
科
目
（
売
上
、
売
掛
金
、
棚
卸
資
産
）
を

ベ
ー
ス
 

 
＋
重
要
な
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
個
別
に
追
加

 

ロ
. 
評

価
範

囲
に

係
る

経
営

者
と

監
査

人
の

協
議

プ
ロ

セ

ス
を
明
示

 

  

（
監
査

基
準
）

 

○
 内

部
統

制
監

査
は

、
原

則
、

財
務

諸
表

監
査

と
同

一
の

監
査

人
が

実
施

。
監

査
計

画
は

財
務

諸
表

監
査

と
一

体
に

策
定

。

監
査
証
拠
は
相
互
に
利
用
可
能
。
 

 ○
 ダ

イ
レ

ク
ト

・
レ

ポ
ー

テ
ィ

ン
グ

は
不

採
用

。
た

だ
し

、
監

査
人

は
、

監
査

に
当

た
っ

て
、

自
ら

十
分

な
監

査
証

拠
を

収

集
。

 

 

○
 米

国
に
は
、
こ
れ
ま
で
評

価
に
係
る
基

準
は
存

在
し
て

い
な
か
っ
た
（
20
07

年
５
月
に

SE
C
が
評
価
の
指
針
を

作
成
）。

 

 ○
 米

国
の
実
務
で

は
、
当
初

、
例
え
ば

、
90
-9
5%
の
事

業

拠
点

に
お
い
て
、

90
-9
5%
の
勘
定
科

目
に
つ
い
て

業
務

プ
ロ

セ
ス
の
評
価
を
行
う

結
果
と
な
っ

て
い
た

と
の
指

摘
。
SE
C
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
ト
ッ
プ
･ダ

ウ
ン
型

の
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
調
。
 

     

○
 米

国
で
は
、
同
一
事
務
所

に
よ
る
実
施

が
求
め

ら
れ
る

の
み

で
、
同
一
監
査
チ
ー

ム
に
よ
る
実

施
ま
で

は
求
め

ら
れ
て
い
な
い
。
 

 ○
 米

国
で
は
、
こ
れ
ま
で
ダ

イ
レ
ク
ト
・

レ
ポ
ー

テ
ィ
ン

グ
を
併
用
（
20
07

年
５
月
の
改
正
に
よ
り
、
ダ
イ
レ
ク

ト
・
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
み
を
採
用
）
。
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８
．

評
価

範
囲

の
決

定
方

法

1.
売

上
高

の
３

分
の

２
程

度
に

達
す

る
ま

で
の

拠
点

を
重

要
な

事
業

拠
点

と
し

て
選

定

2.
重

要
な

事
業

拠
点

の
売

上
、

売
掛

金
及

び
棚

卸
資

産
に

至
る

業
務

プ
ロ

セ
ス

は
評

価
対

象

3.
重

要
性

の
大

き
い

業
務

プ
ロ

セ
ス

を
評

価
対

象
に

追
加

本
社

売
上

￥
60

A
支

社
￥

30
B

支
社

￥
20

そ
の

他
￥

40

10
0/

15
0

以
上

・
売

上
・

売
掛

金
・

棚
卸

資
産

・
リ

ス
ク

が
大

き
い

取
引

・
見

積
り

や
予

測
を

伴
う

勘
定

科
目

・
例

外
的

、
非

定
型

・不
規

則
な

取
引

な
ど
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９
．

内
部

統
制

報
告

制
度

の
円

滑
な

実
施

に
向

け
た

対
応

○
準

備
状

況
の

的
確

な
把

握

○
基

準
等

の
内

容
の

一
層

の
明

確
化

○
指

導
中

心
の

対
応

 
相

談
・
照

会
窓

口
の

設
置

→
日

本
経

団
連

、
日

本
公

認
会

計
士

協
会

、
金

融
庁

の
間

で
共

同
の

相
談

・
照

会
窓

口
を

設
置

し
、

会
社

や
監

査
人

か
ら

の
相

談
・
照

会
に

対
応

 
追

加
Ｑ

&
A

の
公

表

→
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
結

果
等

を
踏

ま
え

、
「
内

部
統

制
報

告
制

度
Ｑ

＆
Ａ

」
を

追
加

公
表

本
年

４
月

か
ら

の
制

度
の

円
滑

な
導

入
に

向
け

、
適

正
な

デ
ィ

ス
ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー
を

確
保

す
る

と
い

う
制

度
の

実
効

性
を

確
保

し
つ

つ
、

効
率

的
・
効

果
的

な
制

度
の

実
施

を
図

る
。

 
準

備
状

況
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
→

会
社

・
監

査
人

に
対

し
、

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
行

い
、

準
備

段
階

に
お

け
る

疑
問

点
や

問
題

点
を

把
握

→
内

部
統

制
報

告
制

度
の

導
入

に
あ

た
っ

て
は

、
過

度
に

保
守

的
な

対
応

に
な

ら
な

い
よ

う
、

制
度

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
と

い
う

観
点

か
ら

指
導

中
心

の
行

政
対

応

 
制

度
導

入
後

の
レ

ビ
ュ

ー
→

制
度

導
入

後
、

適
時

に
レ

ビ
ュ

ー
を

行
い

、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

、
必

要
に

応
じ

、
評

価
・
監

査
の

基
準

・
実

施
基

準
の

見
直

し
や

更
な

る
明

確
化

等
を

検
討

（
金

融
・
資

本
市

場
競

争
力

強
化

プ
ラ

ン
）

（
平

成
20

年
3月

11
日

公
表

）
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１０．内部統制報告制度に関する11の誤解

１．米国SOX法と同じか

（具体例）
○ トップダウン型のリスク・アプローチ

重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して、必要な範囲で内部統制を整備・評価（評価
する範囲の絞込みに工夫）。

○ 内部統制の不備の区分の簡素化
内部統制の不備を「重要な欠陥」と「不備」の２つに簡素化（米国では３つに区分）。

誤解 米国の企業改革法（ＳＯＸ法）のような制度が導入される。

米国におけるSOX法に対する批判を踏まえて、制度を設計。

※ この他にも、負担軽減のために、以下の配慮

実際

２．特別な文書化が必要か

（具体例）
○ 内部統制の記録

フローチャート、業務記述書などの作成は必ずしも求めておらず、企業の作成・使用してい
る記録等を利用し、必要に応じて補足を行うことで可。

○ 記録の保存
すべてを文書として保存するのではなく、適切な範囲・方法（磁気媒体など）により保存すれ

ば可。

フローチャートの作成など、内部統制のため新たに特別な文書化等を行わなければならない。

企業の作成・使用している記録等を適宜、利用。

３．すべての業務に内部統制が必要か

（具体例）
○ 評価対象となる業務の絞り込み

売上等の３分の２に達するまでの事業拠点における３つの勘定科目（売上、売掛金、棚卸
資産）に係る業務に絞り込み。

○ 重要性の僅少な業務の除外
さらに、評価対象となった業務のうちに重要性の僅少（ケース・バイ・ケースではあるが、例

えば５％）なものがあれば除外可。

どんなに小さな業務（プロセス）でも内部統制を整備・評価しなければならない。

全社的な内部統制が最重要であり、全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、重要な
虚偽記載につながるリスクを勘案し、業務（プロセス）を評価する範囲の絞り込みが可能。

誤解

実際

誤解

実際

（平成20年3月11日公表）
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４．中小企業でも大がかりな対応が必要か

（具体例）
○ 職務分掌に代わる代替的な統制

マンパワーが不足している場合などには、経営者や他の部署の者が適切にモニタリングを
実施することで可。

○ 企業外部の専門家の利用
モニタリング作業の一部を社外の専門家を利用して実施することが可能。

米国では、中小企業に配慮する動きがあるが、日本では、中小企業も大企業と同様の内部
統制の仕組みが必要である。

上場会社のみが対象、かつ、企業の規模・特性などの中小企業の実態を踏まえた簡
素な仕組みを正面から容認。

誤解

実際

５．問題があると罰則等の対象になるのか

（具体例）
○ 「重要な欠陥」は上場廃止事由とはならない（東証・上場制度総合整備プログラム2007）。

○ 「重要な欠陥」があっても、それだけでは、金融商品取引法違反とはならず、罰則の対象に
もならない（罰則の対象となるのは、内部統制報告書の重要な事項について虚偽の記載

をした場合（金融商品取引法197条の２）。）。

内部統制報告書の評価結果に問題がある場合、上場廃止になったり、罰則の対象となる。

内部統制に問題（重要な欠陥）があっても、それだけでは、上場廃止や金融商
品取引法違反（罰則）の対象にはならない。

誤解

実際

６．監査人等の指摘には必ず従うべきか

（具体例）
○ 監査人の適切な指摘

監査人の指摘は、内部統制の構築等に係る作業や決定が、あくまで企業・経営者によって
行われるとの前提の下で、適切な範囲で行われる必要。

○ 監査人等の開発したマニュアル、システム
監査法人やコンサルティング会社の開発したマニュアル（内部統制ツールなど） 、システム

を使用しなければならないということはない。

内部統制の整備・評価は、監査法人やコンサルティング会社の言うとおりに行わなくて
はならない。

自社のリスクを最も把握している経営者が、主体的に判断。

誤解

実際
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７．監査コストは倍増するのか

（具体例）
○ 監査計画の一体的作成

財務諸表監査と内部統制監査の監査計画を一体的に作成。

○ 監査証拠の利用
それぞれの監査で得られた監査証拠は相互に利用。

財務諸表監査に加え、新たに内部統制監査を受けるため、監査コストは倍増する。

内部統制監査は、財務諸表監査と同一の監査人が一体となって効率的・効果的に実施。

誤解

実際

８．非上場の取引先も内部統制の整備が必要か

（具体例）
○ 取引先（委託業務の委託先を除く。）

上場会社の仕入先や得意先などの取引先（非上場会社）には、内部統制の整備・評価は
求めていない（これまでどおりの納品書、請求書等の作成等で可）。

○ 上場会社の業務の委託先
委託業務の委託先であっても、重要な業務（プロセス）となっていない場合には、評価の対

象とはならない。

上場会社と取引すると、非上場会社でも、内部統制を整備・評価しなければならない。

上場会社と取引があることをもって、内部統制の整備等を求められることはない。

誤解

実際

９．プロジェクトチーム等がないと問題か

（具体例）
○ 既設の部署の活用

経理部や内部監査部など既設の部署を活用。

○ 企業外部の専門家の利用
内部統制の評価作業等の一部を社外の専門家を利用して実施。

内部統制報告制度に対応するためのプロジェクトチームがない場合や専門の
担当者がいない場合は、問題（重要な欠陥）である。

内部統制報告制度への対応については、既設の部署等を活用で可。必ず
しもプロジェクトチームや専門の担当者を置くことは不要。

誤解

実際
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１０．適用日までに準備を完了する必要があるのか

（具体例）
○ 報告書の提出期限

最も早く報告書を提出する３月決算の会社でも、平成21年3月末の状況を平成21年6月末
までに報告。

○ 問題点（重要な欠陥）への対応
期末日までに問題点が是正されていれば内部統制は有効。
そうでなくても、期末日後の是正措置や是正に向けての方針等を報告書に記載することが

可能。

平成20年4月から内部統制報告制度が適用されるので、もう間に合わない。

内部統制はプロセスであり、問題点があれば、その都度、是正していくことが重要。

誤解

実際

１１．期末のシステム変更等は延期が必要か

（具体例）
○ 期間内に十分な評価手続を実施できないとしても、経営者は「やむを得ない事情」による

ものとし、評価範囲から除外して、内部統制の評価が可能 。

○ この場合、監査人は「無限定適正意見」を表明可能 。

内部統制の評価のために、期末に予定していたシステム変更や合併等の再編
を延期しなければならない。

予定を変更せず、そのまま実施しても、内部統制は有効。

誤解

実際
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１
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．
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内
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統
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報
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度
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Ｑ
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Ａ
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平

成
20

年
6月

24
日

追
加

Ｑ
＆

Ａ
）
に

つ
い

て

「
内

部
統

制
報

告
制

度
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

」
に

新
た

な
質

問
・
回

答
（
４

７
問

）
を

追
加

公
表

す
る

こ
と

に
よ

り
、

基
準

等
制

度
の

内
容

の
一

層
の

明
確

化
に

努
め

る
。

「
追

加
Ｑ

＆
Ａ

」
の

ポ
イ

ン
ト

○
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４
８
）

「
重
要
な
欠
陥
」
は
、
投
資
者
等
に
対
し
て
、
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
財
務
報
告
の
内
容
を
利

用
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
に
つ
い
て
「
今
後
改
善
を
要
す
る
重

要
な
課
題
」
が
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る
こ
と
に
意
義

○
中
小
規
模
企
業
の
特
性
に
応
じ
た
内
部
統
制
の
取
扱
い
（
問
３
９
、
４
２
、
５
４
～
５
６
）

以
下
の
項
目
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ
を
追
加

・
中
小
規
模
企
業
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
環
境

・
中
小
規
模
企
業
に
お
け
る
外
部
の
専
門
家
の
利
用

・
中
小
規
模
企
業
に
お
け
る
全
社
的
な
内
部
統
制
の
評
価

・
中
小
規
模
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制
の
記
録

・
中
小
規
模
企
業
に
お
け
る
職
務
分
掌
に
係
る
代
替
的
な
統
制

○
評
価
範
囲
外
か
ら
重
要
な
欠
陥
が
発
見
さ
れ
た
場
合
の
内
部
統
制
報
告
書
の
訂
正
（
問
６
７
）

適
切
に
決
定
さ
れ
た
評
価
範
囲
の
外
か
ら
、
後
日
、
重
要
な
欠
陥
に
相
当
す
る
事
実
が
発
見
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
内
部
統
制
報
告
書
を
訂
正
す
る
必
要
は
な
い
。
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